
　　主治医からの処方箋が後発不可となっていないが、先発医薬品を希望する被保護者への対応

　　　①後発医薬品の安全性等の説明し、理解を得て、後発医薬品を処方する。

　　　②説明をしても理解を得られない場合

　　　　○処方医へ疑義照会を行う。

　　　　○本人から主治医へ、後発薬を使用した場合の症状を伝えてもらう。

　　　　○薬局から地区担当者に連絡し、地区担当者から本人に説明する。

後発医薬品の品質や効き目安全性は先発医薬品と同等であり、医療財政の健全化を図
るため、行政や医療保険など国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいます。

※被保護者の「患者希望」による先発医薬品の処方は認められません。

◯生活保護では、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合、後発医

薬品を処方して頂いております。（H30.9.28厚生労働省社会・援護局長通知）

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用について

１.後発医薬品の在庫がない場合

２.後発医薬品が、先発医薬品の薬価以上になる場合

３.患者の状態により医師の判断において先発医薬品を
処方された場合

•生活保護受給者においては、上記以外の場合、後発医薬品を処方等又は調剤す
ることになります。 引
用：厚生労働省HP「令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み」

【先発医薬品調剤の例外】

【薬局窓口での対応】



　◯調剤レセプトの記入例（従来からの記載方法で問題ありません。）

　※レセプト下段部分の「摘要」欄に後発医薬品を調剤しなかった理由の記入をお願いします。

判断 　薬剤師法第二十四条に基づき疑義照会を行った結果、先発品が必要と判断された場合

記入文字 後発品を調剤しなかった理由

在庫 　その時点で薬局に後発医薬品の備蓄、在庫がなかった場合

医師 　医師から先発品処方の指示があり変更不可とされている場合

薬価 　後発品の薬価が先発品の薬価より高くなっているか、同額の場合

その他 　※上記以外の場合は、下記連絡先までご連絡ください。

【福祉事務所への情報提供】

•先発医薬品を調剤した場合は下記一覧表を参考にレセプト摘要欄へ記載のうえ情報提
供をお願いします。

•福祉事務所から文書や電話にて照会する場合もありますのでご対応お願いします。

•患者が制度について理解できない場合は、後日福祉事務所から直接本人へ説明します
ので情報提供をお願いします。

•制度のご理解と、可能な限り後発医薬品を調剤できる体制づくりをお願いいたします。

【情報提供の方法】

佐世保市福祉事務所 生活福祉課

連絡先：直通0956-（25）-8854

※厚生労働省発行のリーフレットを基に作成しております。

後発医薬品を調剤しなかった理由：（在庫・判断・薬価・医師） ※等記載


